
平成２５年１１月２９日

東 北 森 林 管 理 局

指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び業者の住所
株式会社畑井林業
青森県むつ市川内町川内２４０

２．指名停止措置期間
平成２５年１１月２９日から平成２６年５月２８日まで（６ヶ月）

３．指名停止措置の範囲
東北森林管理局管内

４．事 実 概 要：
株式会社畑井林業は、平成２５年５月２７日付けで東北森林管理局下北森林

管理署長と契約した「造林事業請負」並びに平成２５年６月２１日付けで同署
長と契約した「素材検知業務請負」において、資金不足により事業運営が行き
詰まり、事業完成不能届を提出し契約解除を申し出たため、両契約とも事業期
間内に事業を完了する見込みがないとして平成２５年１０月４日契約解除に至
った。

５．指名停止措置理由：
上記のことは、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」別表第２

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準の第１６号（不正又は不誠実な行為）に
該当する。

また、当該業者は、林産物競争参加資格についても有しており「国有林野事
業の実行に係る民間事業における労働安全衛生確保対策の具体的推進について」
４(２)(立木販売における事故等の措置)に該当し、契約相手方として不適当と
認められるため、本件については６ヶ月の指名停止措置とするものである。

〈工事請負契約指名停止等措置要領の制定について〉

別表第２ 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件

（不正又は不誠実な行為）

１６ 別表第１及び前各号に揚げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の

請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

〈国有林野事業の実行に係る民間事業における労働安全衛生確保対策の具体的推進について〉

４ 労働災害が発生した場合等の措置

(2) 立木販売における事故等の措置

立木販売の契約者において、契約違反、事故、不正行為等（労働安全衛生に関するものを除く。）

があった場合、森林管理局長はその状況に応じて、「措置要領」を参考にして契約等の一定期間

の停止等の措置を講ずるものとする。
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